
熊本県木育インストラクター養成要領   参考資料 別添２ 

 

１ 目的 

本県では、森林や林業の仕組みや木材利用の意義について学ぶ「木育」に取り

組んでいる。 

木育に対する意識が高い県民を対象に、実践プログラムの提供や指導を行う

「木育インストラクター」を養成することにより、「木育」推進の効果を高める

ことを目的とし、この要領を定めるものとする。 

２ 定義 

  熊本県が養成する「熊本県木育インストラクター」とは、熊本県が実施する熊

本県木育インストラクター養成講座を受講した者とする。 

３ 木育インストラクター養成及び認定 

  初級、中級、上級の３コースに分けて養成講座を開催し、養成する。「熊本県

木育インストラクター（初級）」、「熊本県木育インストラクター（中級）」、「熊本

県木育インストラクター（上級）」（以下、木育インストラクターという。）とし

て段階的に認定する。 

  ただし、県の養成講座を受講できない場合は、国立大学法人熊本大学が開催す

る同程度の養成講座を受講した場合のみ、県の養成講座を受講したものとみなす

（注：上級講座を除く）。 

受講の確認は、国立大学法人熊本大学より交付された認定証写しの提出をもっ

て行う。 

４ 木育インストラクターの活動 

  初級、中級、上級の活動内容等は、別紙「木育インストラクター養成講座区分

表」のとおりとする。 

５ 木育インストラクター認定要件 

  熊本県内在住者又は勤務地が熊本県内の者であること。 

６ 木育インストラクターの認定方法 

  各級の木育インストラクター講座を修了した者に対して、熊本県知事より別紙

のとおり認定証（様式１）を交付する。 

７ 養成講座の実施方法について 

  木育インストラクター養成講座の実施方法等、その他必要な事項は、実施する

年度において別途定める。 

８ 認定者名簿について 

  知事は木育インストラクターの新規認定時に氏名等を熊本県木育インストラ

クター名簿（様式２）に登載する。 

９ 変更の届出 

  木育インストラクターは、認定時に記載した住所、氏名、電話番号、メールア

ドレスに変更があったときは、「熊本県木育インストラクター認定に係る記載事

項変更届出書」（様式３）を届け出るものとする。 



  知事は、木育インストラクターから当該届出書が提出された場合は、名簿を変

更する。 

 

10 認定者の現況調査 

  知事は、熊本県木育インストラクター名簿の記載事項の変更の有無について、

３カ年度毎に「熊本県木育インストラクター認定に係る記載事項届出書」（様式

４）により調査を行い、必要に応じて変更する。 

 

11 個人情報の取り扱いについて 

  本業務は、熊本県個人情報保護条例及び個人情報保護事務取扱要項に基づく登

録対象事務としており、個人情報の目的外の利用及び提供を行わないこととする。 

 

（附則）この要領は、平成２７年８月６日から適用する。 

（附則）この要領は、令和３年（２０２１年）３月１０日から適用する。 


